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　本市では、豊かな自然と悠久の歴史に培われた風格のある美しいまちなみ

を創造していくため、「福岡市都市景観条例」及び「福岡市景観計画」を制

定し、市民・事業者との共働のもと、景観形成の誘導や都市景観賞などの各

種施策を展開し、市民が愛着を持ち魅力を感じる景観づくりを推進していま

す。

　「福岡市景観計画」は、景観法の制定を受けて、これまでの取り組み姿勢

を踏襲しつつ、魅力ある都市景観の形成に向けた施策の充実とより一層の実

効性の確保を目的に策定したものです。

　この景観計画では、地域の特性を活かした魅力ある景観の形成に向け、福

岡市全域を景観計画区域とするとともに、市を代表する地区や個性ある地区

など特に景観形成を図るべき地区を都市景観形成地区として指定し、きめ細

やかな景観形成の誘導を行うこととしています。

　「アイランドシティ香椎照葉地区」は、先進的な環境共生のまちづくりに

向けて、市民や事業者と共働で調和と秩序を持ったまちなみの創出・保全を

図ることを目的として、平成２３年３月に都市景観形成地区の指定をしてい

ます。

区域及び地区区分 .................................................................................................... 1
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市全域の景観形成方針 ゾーンごとの景観形成方針 都市景観形成地区における
景観形成方針

　地域の特性や上位計画における将来の
都市構造などを基としたゾーニングによ
るきめ細やかな景観形成を目指します。

　魅力と心地よさが感じられる大都市
の賑わいと地方都市の優しさが調和し
た都市景観の形成を目指します。

　地区の個性や特性に応じた景観形成を
目指します。

市全域やゾーンごとの景観形成方針・基準のほか、都市景観形成地区における景観形成方針・基準が適用されます。
なお、市全域やゾーンごとの景観形成方針・基準については、福岡市景観計画本編をご参照下さい。

1

2

市全域における景観形成の誘導

都市景観形成地区における景観形成の誘導

　＊ 福岡市における景観形成誘導の考え方 ＊

　＊ 地域特性等から分類したゾーン区分 ＊
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　アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区の区域及び地区区分は、下記のとおりです。

区域及び地区区分

1

N
500m100 2000

都市景観形成地区区域

注）壁面の位置の制限については、上に記載のない場合は、地区計画に定められた「壁面の位置の制限」に従う
　　ものとします。

戸建住宅地区

集合住宅地区

産業・複合地区

センター地区

大規模緑地

緑地

幹線道路

まちかど広場

3.0m 壁面の位置の制限

2.0m 壁面の位置の制限

1.0m 壁面の位置の制限

護岸

道路境界線

道路境界線　－　ア イ

　－ウ ア

　－　イ ウ

3

2

ウ

イ

ア

凡　例

地
区
区
分

そ
の
他

境界説明表

1

2

3
3 2

1香椎照葉四丁目

香椎照葉五丁目

アイランドシティ中央公園

香椎照葉三丁目

香椎照葉一丁目

香椎照葉二丁目

1
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届出対象行為2
　建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕又は模様替え、外
観の色彩の変更を届出対象とします。また、木竹の伐採を届出対象行為とします。

※ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は届出の適用除外とします。

※ 届出対象行為のうち、建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更す
る修繕又は模様替え、外観の色彩の変更を景観法第 17 条による特定届出対象とします。

※ 工作物は次に掲げるものとします。
　 （１）　門、へい、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの
　 （２）　高架水槽、屋上に設置する冷却塔その他これらに類するもの
　 （３）　煙突、排気塔その他これらに類するもの
　 （４）　記念塔その他これらに類するもの
　 （５）　電波塔その他これらに類するもの
　 （６）　高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの
　 （７）　護岸、堤防その他これらに類するもの
　 （８）　街灯、照明灯その他これらに類するもの
　 （９）　鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
　 （10）　駐車施設、駐輪施設その他これらに類するもの
　 （11）　水道、電気その他これらに類するものの供給施設
　 （12）　ごみ置場その他これに類するもの
　 （13）　その他市長が指定するもの

　なお、屋外広告物については、屋外広告物法による許可を要することとなります。

行
為
の
計
画

※1 原則、届出後30日間は行為に着手できません。また、場合により90日間まで延長する場合があります。
※2 都市景観アドバイザーの意見を踏まえた助言・指導を行う場合があります。

〈
行
為
着
手
の
30
日
前（※

１
）〉

届         

出

内
容
の
審
査
、

 

助
言
・
指
導
（※

２
）

行
為
の
着
手

完
了
の
届
出

変
更
命
令 罰

則

是
正

勧
告

是
正

不適合

適　合

　＊ 景観形成の誘導の流れ（届出手続き） ＊
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　先進的な環境共生のまちづくりに向けて、市民や事業者と共働で調和と秩序を持ったまちな
みを創出し、保全することを目的として、当地区の景観形成方針を次のように定めます。

 ■ 海を身近に感じ、海を親しむ空間を形成する。
 ■ 緑豊かなまちを形成する。
 ■ 賑わいや潤いのあるまちを形成する。

地区区分 地区区分の景観形成方針

戸建住宅地区

• 海や外周緑地の周辺環境と調和したゆとりと潤いのあるまちなみ
の形成及び保全を図る。
• 緑豊かで快適な居住環境の形成及び保全を図る。 

集合住宅地区

• 緑豊かなオープンスペースを持つ快適な居住環境の形成及び保全
を図る。
• 緑の連続性など、統一感のある沿道景観の形成及び保全を図る。

産業・複合地区

• 人々が集い、憩いのある都市空間の形成及び保全を図る。
• アイランドシティ中央公園などの公共空間と連続した、緑豊かな
ゆとりあるまちなみの形成及び保全を図る。

センター地区

• 周辺の大規模緑地と連携した、ゆとりとふれあいのある、魅力的
な都市空間の形成及び保全を図る。
• 地区の中核拠点にふさわしい、賑わいと活気のあるまちなみの形
成及び保全を図る。

景観形成方針3
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アイランドシティ中央公園よりセンター地区を望む

1 戸建住宅地区

2 集合住宅地区

3 産業・複合地区

4 センター地区
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①建築物等

行為の制限

建
築
物

壁面の位置の
制限

１．奈多香椎浜線、香椎照葉4413号線、香椎照葉4468号線、香椎照
葉4470号線及び香椎照葉4472号線の道路境界線から、建築物の
外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1.5m以上とする。た
だし、地区区分図に示す香椎照葉4470号線に沿った部分は1m以
上とする。

２．その他の道路に沿った部分は1.5m以上とし、公園、緑地及び隣
地境界線からは1m以上とする。ただし、建築物又は建築物の部
分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

（１）外壁又は柱の中心線の長さの合計が 3m 以下のもの
（２）物置等の用途で、軒高 2.3m 以下、かつ床面積の合計が 5

㎡以下のもの
（３）車庫又はカーポートで軒高 3m 以下、かつ車庫は敷地境界

線より 60cm 以上、カーポートの柱、壁及び屋根は、道路
境界線より 60cm 以上後退したもの

形態・意匠
１．意匠・形態については周辺のまちなみとの調和を図る。
２．香椎照葉4468号線沿いは、まちなみの連続性等景観に配慮する。
３．建築物の主たる屋根は勾配屋根とする。

色彩

１．外壁の色彩については、彩度6.0以下とし、周辺のまちなみとの
調和に配慮する。

２．彩度6.0を超える色彩を使用する場合は、アクセントカラーとし
て効果的に使用し、各壁面の見付面積の10％以内とする。

３．屋根の色彩については建築物本体や周辺のまちなみとの調和に
配慮する。

付
属
設
備

電線等 １．地中化する。

アンテナ
１．テレビ、ＦＭ等のアンテナは、屋外に設置してはならない。た
だし、受信困難な放送等で、やむを得ない理由により設置する
場合は、景観上の配慮を行う。

屋外照明
１．門や植栽等と一体となった屋外照明により、夜間景観や安全で
安心な住宅地の照明に配慮する。

２．サーチライトは設置しない。

その他の付属
設備

１．反射板を使用した回転灯は設置しない。ただし、駐車場出入口
についてはこの限りでない。

行為の制限

1 戸建住宅地区

４
　景観形成基準は、下記のとおりです。
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②屋外空間

行為の制限

垣・柵

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等緑化に努めるもの
とし、塀を設置してはならない。ただし、塀の前面に植栽帯を
施す等周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りで
はない。

２．道路、公園及び緑地沿いに柵を設ける場合は、フェンス等の透
視性のあるものとし、前面に植栽を施すものとする。

外構の調和

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑地空間の確保に努める。
２．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑の連続性を確保するよ
うに努める。

３．道路、公園及び緑地沿いに擁壁を設置する場合は、原則として
自然石積擁壁とする。ただし、擁壁の前面に植栽等を施す等周
辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。

緑化
１．各戸に少なくとも１本は、高木（H=3.0m以上）を植栽する。
２．可能な限り緑化に努める。
３．樹木・生け垣の維持・育成に努める。

駐車場

１．付属建築物として駐車場を設置する場合は、建築物と一体的に
デザインする。

２．オープン形式の場合は、植栽、門等と一体的な配置・デザイン
を行う。

３．立体駐車場は設置しない。
４．幹線道路からの車両出入口は設けないものとする。ただし、土
地利用上やむを得ない場合は、この限りではない。

まちかど広場
１．地区区分図に示す交差点の角地等をまちかど広場として開放す
る。

２．まちかど広場には憩いと賑わいの空間の確保に努める。

その他
１．自動販売機は、道路及び公園等に直接面して設置しない。設置
する場合は、設置位置、色彩等について景観上の配慮を行う。
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広告物
掲出基準
概要図

③屋外広告物

行為の制限

共通事項

１．自家用広告物に限る。
２．形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮す
る。

３．屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告
物は設置してはならない。

４．蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。
５．道路の上空に係る広告物は設置してはならない。
６．道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。
７．設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物 １．設置してはならない。

壁面設置広告物

１．壁面1面につき、壁面面積の1/15以下かつ5㎡以内とする。
２．広告物は、広告板（切り文字等を使用したものに限る。）又は
壁面利用広告物（塗装による文字等を使用したものに限る。）
としなければならない。

地上設置広告物

１．屋外広告物の表示面は、2面以下とする。
２．表示面積は、1面につき2㎡以内とし、地上から広告物の上端ま
での高さは6m以下とする。

３．1敷地あたりの表示面積の総量は、10㎡以内とする。

突出広告物
１．上端は、取り付ける壁面の高さを超えないように設置する。
２．壁面からの突出幅は、1m以内とする。
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2 集合住宅地区

①建築物等

行為の制限

建
築
物

壁面の位置の
制限

１．道路境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの
距離は3m以上とする。ただし、香椎照葉4472号線に沿った部分
は2m以上とする。

２．公園及び緑地からは1m以上とし、隣地境界線からは地区区分図
による。

形態・意匠

１．意匠・形態については周辺のまちなみとの調和を図る。
２．大規模緑地に面する部分には、建築物の正面を向ける等、緑地
に顔を向けた建築デザイン等に配慮する。

３．幹線道路及び大規模緑地、香椎照葉4410号線沿いは、まちなみ
の連続性等景観に配慮する。

４．エレベーターシャフトや屋外階段、バルコニー等は、建築物本
体や周辺のまちなみとの調和に配慮する。

５．大規模緑地や道路に面して屋外階段は設置しない。ただし、建
築物本体と一体的なデザインとなるように配慮した場合は、こ
の限りではない。

色彩

１．外壁の色彩については、彩度6.0以下とし、周辺のまちなみとの
調和に配慮する。

２．彩度6.0を超える色彩を使用する場合は、アクセントカラーとし
て効果的に使用し、各壁面の見付面積の10％以内とする。

３．勾配屋根の場合、色彩については建築物本体や周辺のまちなみ
との調和に配慮する。

付
属
施
設

駐輪場・
バイク置場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

ごみ置場 １．道路及び公園等から直接ごみ袋が見えないように配慮する。

その他の工作物 １．建築物と調和したデザインとなるよう配慮する。

付
属
設
備

受水槽・電気機
械室・高架水槽・
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
敷地内の建築物と一体的なデザインとなるように配慮する。

電線等 １．地中化する。

アンテナ
１．テレビ、ＦＭ等のアンテナは、屋外に設置してはならない。た
だし、携帯電話用のアンテナや受信困難な放送等で、やむを得
ない理由により設置する場合は、景観上の配慮を行う。

屋外照明
１．建築物や植栽等と一体となった屋外照明やライトアップにより、
周辺と調和した夜間景観の演出に努める。

２．サーチライトは設置しない。

その他の付属
設備

１．反射板を使用した回転灯は設置しない。ただし、駐車場出入口
についてはこの限りでない。
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②屋外空間

行為の制限

垣・柵

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等緑化に努めるもの
とし、塀を設置してはならない。ただし、塀の前面に植栽帯を
施す等周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りで
はない。

２．道路、公園及び緑地沿いに柵を設ける場合は、フェンス等の透
視性のあるものとし、植栽を施すものとする。なお、道路沿い
は前面に植栽を施すものとする。

外構の調和

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑地空間又は歩道状空地
の確保に努める。

２．大規模緑地に面する場合は、緑地空間又はパブリックスペース
の確保に努める。

３．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑の連続性を確保するよ
うに努める。

４．道路、公園及び緑地沿いに擁壁を設置する場合は、原則として
自然石積擁壁とする。ただし、擁壁の前面に植栽等を施す等周
辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。

緑化

１．緑化率は30％以上とする。ただし、店舗や診療所等の利便施設
等の緑化率は20％以上とし、教育施設についてはこの限りでは
ない。

２．可能な限り屋上緑化や壁面緑化に努める。
３．樹木・生け垣の維持・育成に努める。

駐車場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

２．タワーパーキング等の場合は、敷地内の建築物と一体的なデザ
インとなるように配慮する。

３．幹線道路からの車両出入口は設けないものとする。ただし、土
地利用上やむを得ない場合は、この限りではない。

まちかど広場
１．地区区分図に示す交差点の角地等をまちかど広場として開放す
る。

２．まちかど広場には憩いと賑わいの空間の確保に努める。

その他
１．自動販売機は、道路及び公園等に直接面して設置しない。設置
する場合は、設置位置、色彩等について景観上の配慮を行う。
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10㎡以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/15以下
10㎡以内

総量）20㎡以内総量）壁面面積の1/3以下

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

10m
以下

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内 2面以下
10㎡以内

広告物
掲出基準
概要図

③屋外広告物

行為の制限

共通事項

１．自家用広告物に限る。
２．形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮す
る。

３．屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告
物は設置してはならない。

４．蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。
５．道路の上空に係る広告物は設置してはならない。
６．道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。
７．設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物 １．設置してはならない。

壁面設置広告物

１．壁面1面につき、壁面面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超
える範囲にあっては10㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっ
ては地上高6m以下の部分の壁面面積の1/15以下かつ10㎡以内と
する。

２．広告物は、広告板（切り文字等を使用したものに限る。）又は
壁面利用広告物（塗装による文字等を使用したものに限る。）
としなければならない。

地上設置広告物

１．屋外広告物の表示面は、2面以下とする。
２．表示面積は、1面につき10㎡以内とし、地上から広告物の上端ま
での高さは１0m以下とする。

３．1敷地あたりの表示面積の総量は、20㎡以内とする。

突出広告物
１．地上から広告物の下端までの高さが2.5ｍ以上、上端までの高さ
が10ｍ以下とする。

２．壁面からの突出幅は、1m以内とする。
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①建築物等

行為の制限

建
築
物

壁面の位置の
制限

１．道路境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの
距離は3ｍ以上とする。ただし、香椎照葉4473号線、香椎照葉
4474号線、香椎照葉4475号線、香椎照葉4522号線及び香椎照葉
4575号線に沿った部分は2ｍ以上とする。

２．大規模緑地に接する部分からは2ｍ以上とし、緑地からは1ｍ以
上とする。

形態・意匠

１．意匠・形態については周辺のまちなみとの調和を図る。
２．大規模緑地に面する部分には、建築物の正面を向ける等、緑地
に顔を向けた建築デザイン等に配慮する。

３．幹線道路及び大規模緑地、香椎照葉4112号線沿いは、まちなみ
の連続性等景観に配慮する。

４．エレベーターシャフトや屋外階段、バルコニー等は、建築物本
体や周辺のまちなみとの調和に配慮する。

５．大規模緑地や道路に面して屋外階段は設置しない。ただし、建
築物本体と一体的なデザインとなるように配慮した場合は、こ
の限りではない。

６．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

色彩

１．外壁の色彩については、彩度6.0以下とし、周辺のまちなみとの
調和に配慮する。

２．彩度6.0を超える色彩を使用する場合は、アクセントカラーとし
て効果的に使用し、各壁面の見付面積の10％以内とする。

　　上記にかかわらず、コーポレートカラーや、自然素材に彩色を
施さずに使用したもので、周辺のまちなみとの調和に配慮した
場合は、この限りではない。

３．勾配屋根の場合、色彩については建築物本体や周辺のまちなみ
との調和に配慮する。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

付
属
施
設

駐輪場・
バイク置場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

ごみ置場 １．道路及び公園等から直接ごみ袋が見えないように配慮する。

その他の工作物 １．建築物と調和したデザインとなるよう配慮する。

付
属
設
備

受水槽・電気機
械室・高架水槽・
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
敷地内の建築物と一体的なデザインとなるように配慮する。

電線等 １．地中化する。

アンテナ
１．テレビ、ＦＭ等のアンテナは、屋外に設置してはならない。た
だし、携帯電話用のアンテナや受信困難な放送等で、やむを得
ない理由により設置する場合は、景観上の配慮を行う。

3 産業・複合地区
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付
属
設
備

屋外照明
１．建築物や植栽等と一体となった屋外照明やライトアップにより、
周辺と調和した夜間景観の演出に努める。

２．サーチライトは設置しない。

その他の付属
設備

１．反射板を使用した回転灯は設置しない。ただし、駐車場出入口
についてはこの限りでない。

②屋外空間

行為の制限

垣・柵

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等緑化に努めるもの
とし、塀を設置してはならない。ただし、塀の前面に植栽帯を
施す等周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りで
はない。

２．道路、公園及び緑地沿いに柵を設ける場合は、フェンス等の透
視性のあるものとし、植栽を施すものとする。なお、道路沿い
は前面に植栽を施すものとする。

外構の調和

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑地空間又は歩道状空地
の確保に努める。

２．大規模緑地に面する場合は、緑地空間又はパブリックスペース
の確保に努める。

３．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑の連続性を確保するよ
うに努める。

４．道路、公園及び緑地沿いに擁壁を設置する場合は、原則として
自然石積擁壁とする。ただし、擁壁の前面に植栽等施す等周辺
のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。

緑化

１．香椎照葉三丁目1,2及び3番、香椎照葉四丁目の緑化率は30％以
上とする。ただし、敷地面積が1,000㎡未満でかつ、全部又は一
部を住宅の用に供する建築物以外の建築物にあっては、20％以
上とする。

２．その他の緑化率は20％以上とする。　
３．可能な限り屋上緑化や壁面緑化に努める。
４．樹木・生け垣の維持・育成に努める。
５．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

駐車場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

２．タワーパーキング等の場合は、敷地内の建築物と一体的なデザ
インとなるように配慮する。

３．幹線道路からの車両出入口は設けないものとする。ただし、土
地利用上やむを得ない場合は、この限りではない。

まちかど広場
１．地区区分図に示す交差点の角地等をまちかど広場として開放す
る。

２．まちかど広場には憩いと賑わいの空間の確保に努める。

その他
１．自動販売機は、道路及び公園等に直接面して設置しない。設置
する場合は、設置位置、色彩等について景観上の配慮を行う。
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③屋外広告物

行為の制限

共通事項

１．自家用広告物に限る。
２．形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮す
る。

３．屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告
物は設置してはならない。

４．蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。
５．道路の上空に係る広告物は設置してはならない。
６．道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。
７．設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物 １．設置してはならない。

壁面設置広告物

１．幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面
面積の1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては
20㎡以内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下
の壁面面積の1/10以下かつ30㎡以内とする。

２．前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき壁面面積の1/3
以下とし、かつ地上高6mを超える範囲にあっては30㎡以内（当
該壁面の面積が2,500㎡以上の場合においては50㎡以内）とし、
地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分の壁面面
積の1/10以下とする。

３．広告物は、広告板（切り文字等を使用したものに限る。）又は
壁面利用広告物（塗装による文字等を使用したものに限る。）
としなければならない。ただし、広告物の高さが6m以下であり、
かつ、特段の事情がある場合は、この限りでない。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

地上設置広告物

１．屋外広告物の表示面は、2面以下とする。
２．表示面積は、1面につき10㎡以内、かつ、地上から広告物の上端
までの高さは10m以下とする。

３．幹線道路又は大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲に
ついては、表示面積の総量はそれぞれ20㎡以内とする。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

突出広告物

１．幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下
端までの高さが2.5ｍ以上、上端までの高さが10ｍ以下とする。

２．前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの
高さが2.5ｍ以上とし、上端の高さが建築物の高さを超えないも
のとする。

３．壁面からの突出幅は1m以内とする。
４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。
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30㎡以内

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

建築物の高
さを超えな
い範囲

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

2面以下
10㎡以内

1m以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/10以下

総量）壁面面積の1/3以下

10㎡以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/15以下
10㎡以内

総量）20㎡以内総量）壁面面積の1/3以下

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

10m
以下

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内 2面以下
10㎡以内

20㎡以内

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

10m
以下

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内 2面以下
20㎡以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/10以下
30㎡以内

総量）壁面面積の1/3以下 総量）それぞれ20㎡以内

〈幹線道路又は大規模緑地に面する場合〉

〈その他の場合〉

〈全てが住宅用途の場合〉

広告物
掲出基準
概要図
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①建築物等

行為の制限

建
築
物

壁面の位置の
制限

１．道路境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの
距離は3m以上とする。ただし、香椎照葉4522号線に沿った部分
は2m以上、香椎照葉4411号線及び香椎照葉4598号線に沿った部
分は1m以上とする。

形態・意匠

１．意匠・形態については周辺のまちなみとの調和を図る。
２．大規模緑地に面する部分には、建築物の正面を向ける等、緑地
に顔を向けた建築デザイン等に配慮する。

３．幹線道路及び大規模緑地、香椎照葉4112号線沿いは、まちなみ
の連続性等景観に配慮する。

４．エレベーターシャフトや屋外階段、バルコニー等は、建築物本
体や周辺のまちなみとの調和に配慮する。

５．大規模緑地や道路に面して屋外階段は設置しない。ただし、建
築物本体と一体的なデザインとなるように配慮した場合は、こ
の限りではない。

６．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

色彩

１．外壁の色彩については、彩度6.0以下とし、周辺のまちなみとの
調和に配慮する。

２．彩度6.0を超える色彩を使用する場合は、アクセントカラーとし
て効果的に使用し、各壁面の見付面積の10％以内とする。

　　上記にかかわらず、コーポレートカラーや、自然素材に彩色を
施さずに使用したもので、周辺のまちなみとの調和に配慮した
場合は、この限りではない。

３．勾配屋根の場合、色彩については建築物本体や周辺のまちなみ
との調和に配慮する。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

付
属
施
設

駐輪場・
バイク置場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

ごみ置場 １．道路及び公園等から直接ごみ袋が見えないように配慮する。

その他の工作物 １．建築物と調和したデザインとなるよう配慮する。

付
属
設
備

受水槽・電気機
械室・高架水槽・
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
敷地内の建築物と一体的なデザインとなるように配慮する。

電線等 １．地中化する。

アンテナ
１．テレビ、ＦＭ等のアンテナは、屋外に設置してはならない。た
だし、携帯電話用のアンテナや受信困難な放送等で、やむを得
ない理由により設置する場合は、景観上の配慮を行う。

4 センター地区
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付
属
設
備

屋外照明
１．建築物や植栽等と一体となった屋外照明やライトアップにより、
周辺と調和した夜間景観の演出に努める。

２．サーチライトは設置しない。

その他の付属
設備

１．反射板を使用した回転灯は設置しない。ただし、駐車場出入口
についてはこの限りでない。

②屋外空間

行為の制限

垣・柵

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等緑化に努めるもの
とし、塀を設置してはならない。ただし、塀の前面に植栽帯を
施す等周辺のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りで
はない。

２．道路、公園及び緑地沿いに柵を設ける場合は、フェンス等の透
視性のあるものとし、植栽を施すものとする。なお、道路沿い
は前面に植栽を施すものとする。

外構の調和

１．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑地空間又は歩道状空地
の確保に努める。

２．大規模緑地に面する場合は、緑地空間又はパブリックスペース
の確保に努める。

３．道路、公園及び緑地沿いにおいては、緑の連続性を確保するよ
うに努める。

４．道路、公園及び緑地沿いに擁壁を設置する場合は、原則として
自然石積擁壁とする。ただし、擁壁の前面に植栽等施す等周辺
のまちなみとの調和に配慮した場合は、この限りではない。

緑化

１．緑化率は20％以上とする。
２．可能な限り屋上緑化や壁面緑化に努める。
３．樹木・生け垣の維持・育成に努める。
４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

駐車場

１．公共空間から見えないように配慮する。ただし、見える場合は
緑化等修景を行なう。

２．タワーパーキング等の場合は、敷地内の建築物と一体的なデザ
インとなるように配慮する。

３．幹線道路からの車両出入口は設けないものとする。ただし、土
地利用上やむを得ない場合は、この限りではない。

まちかど広場
１．地区区分図に示す交差点の角地等をまちかど広場として開放す
る。

２．まちかど広場には憩いと賑わいの空間の確保に努める。

その他
１．自動販売機は、道路及び公園等に直接面して設置しない。設置
する場合は、設置位置、色彩等について景観上の配慮を行う。
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③屋外広告物

行為の制限

共通事項

１．自家用広告物に限る。
２．形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮す
る。

３．屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告
物は設置してはならない。

４．蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。
５．道路の上空に係る広告物は設置してはならない。
６．道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。
７．設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物 １．設置してはならない。

壁面設置広告物

１．大規模緑地に面する場合は、壁面１面につき、壁面面積の1/3以
下とし、かつ、地上高６mを超える範囲にあっては20㎡以内と
し、地上高６m以下の範囲にあっては地上高６m以下の部分の壁
面面積の1/10以下とする。

２．前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の
1/3以下とし、かつ、地上高6mを超える範囲にあっては50㎡以
内とし、地上高6m以下の範囲にあっては地上高6m以下の部分
の壁面面積の1/10以下とする。

３．広告物は、広告板（切り文字等を使用したものに限る。）又は
壁面利用広告物（塗装による文字等を使用したものに限る。）
としなければならない。ただし、広告物の最高高さが6m以下で
あり、かつ、特別の事情のある場合は、この限りでない。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

地上設置広告物

１．屋外広告物の表示面は、2 面以下とする。

２．表示面積は、1 面につき 10 ㎡以内、かつ、地上から広告物の
上端までの高さは 10m 以下とする。

３．大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、
表示面積の総量はそれぞれ 20 ㎡以内とする。

４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

突出広告物

１．大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高
さが 2.5 ｍ以上、上端までの高さが 10 ｍ以下とする。

２．前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの
高さが 2.5 ｍ以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超え
ないものとする。

３．壁面からの突出幅は、1m 以内とする。
４．全てが住宅用途の場合は、集合住宅地区の基準を適用する。
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〈大規模緑地に面する場合〉

〈その他の場合〉

〈全てが住宅用途の場合〉

20㎡以内

総量）それぞれ20㎡以内

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

10m
以下

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内 2面以下
1面につき10㎡以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/10以下

総量）壁面面積の1/3以下

50㎡以内

総量）壁面面積の1/3以下

2.5m
以上

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内

建築物の高
さを超えな
い範囲

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/10以下

2面以下
1面につき10㎡以内

10㎡以内

地上高6m以下部分の
壁面面積の1/15以下
10㎡以内

総量）20㎡以内総量）壁面面積の1/3以下

地上設置広告物壁面設置広告物 突出広告物

2.5m
以上

10m
以下

10m
以下

6mを
越える
部分

6m以下
の部分

1m以内 2面以下
10㎡以内

広告物
掲出基準
概要図
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10R（赤系の色相）

5BG（青緑系の色相）

5YR（黄赤系の色相）

5B（青系の色相）

10YR（黄系の色相）

5PB（青紫系の色相）

5GY（黄緑系の色相）

5P（紫系の色相）

5G（緑系の色相）

5RP（赤紫系の色相）
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明
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度
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度
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明
度
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明
度

彩度

明
度

彩度

明
度
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明
度
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明
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黄
緑
系

黄
系

黄色系

赤系

赤紫
系

紫
系

青
紫
系

青系

青緑系

緑系

建築物

建築物の外壁に使用できる色彩の範囲

※この図は印刷のため、正確な発色ではない場合があります。
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マンセル表色系
を用いた定量的な
色彩基準の設定

•　色相は、いろあいを表すもので、10 種の基本色（赤、黄赤、黄、
黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、赤紫）の頭文字をとったアルファ
ベットとその度合いを示す 0から 10 までの数字を組み合わせ表
記します。

•　明度は、明るさの度合いを 0から 10 までの数値で表し、暗い色
ほど数値が小さくなります。

•　彩度は、あざやかさの度合いを 0から 14 程度までの数値で表し、
色味のない鈍い色ほど数値が小さく、白、黒、グレーなどの無彩
色の彩度は 0になります。

•　マンセル記号は、色相、明度／彩度を組み合わせ、5YR 6.0 / 3.0
のように表記します。
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まちの価値の維持・向上を
図る景観デザイン

　良好なまちづくりを誘導するための指針「アイランドシティ・デザインガイドライン」を定め、
質の高い都市空間の形成を行っています。

 海に抱かれた景観デザイン

民有地と外周緑地が接する海との関わり
を大切にした空間が創出されています。

歩きたくなる四季感あふれる並木道の整
備などによる海への動線が確保されてい
ます。

海上歩道橋（あいたか橋）の整備を契機に、
ヒューマンスケールの魅力ある水辺空間
が創出されています。

多くの人が海を見ることができるまちと
なるように、建物の高さ・配置が工夫さ
れています。

中層建築高層建築 低層建築

外周緑地

多くの人々が海を見ることがで
きるまちなみとなるように、建
物の高さ・配置を誘導します。

5
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緑豊かな島とするために、公共主導により緑

の骨格（アイランドシティ中央公園、外周緑

地など）が先導的に整備されています。

緑を活かした景観を創造するため、緑の核と

なるアイランドシティ中央公園からの建築物

などの見え方が工夫されています。

緑のネットワークを充実させるため、民有地

の緑化が積極的に行われています。

市民・住民参加のもとで緑豊かな島を育んで

いくため、市民・住民参加の植樹などによる

緑の創出や保全が行われています。

にぎわいやうるおいのあるまちを形成するた

め、人々の交流空間となるまちかど広場やパ

ブリックスペースの創出、パブリックアート

の設置に取り組んでいます。

自分たちの誇れるまちとするため、景観保全・

清掃活動など、市民・住民が自らまちに関わ

る仕組みづくりの取り組みがあります。

 緑豊かな景観デザイン

 人が生きいきとくらす景観デザイン
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6 建築物等のデザイン

　アイランドシティ香椎照葉地区のまちなみをつくるために必要な工夫の例を以下に示します。

○集合住宅地区

○戸建住宅地区

第1節 戸建住宅地区及び集合住宅地区の
建築物等のデザイン
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多くの人々が海を見ることができるまちなみと

なるように、建物の高さ・配置の工夫事例

周辺のまちなみとの調和に配慮した色彩の事例

（大壁面の分節化、中低層部と高層部の色彩に変

化をつけるなど）

まちかど広場の事例

壁面後退空間を活用した緑化の推進事例

駐車場出入口、ごみ置場を区画道路に面して配

置し、周囲を緑化など修景した事例

道路、公園及び緑地沿いにおいて、緑の連続性

の確保に努めた事例

「まちなみづくりの実績」
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第2節 産業・複合地区及びセンター地区の
建築物等のデザイン

○産業・複合地区　（全てが住宅用途の場合は集合住宅地区の基準を適用します）
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○幹線道路沿道及び大規模緑地周辺の場合

地上に設置する設備
公共空間から見えない
ように配慮する

駐輪場
公共空間から見え
ないように配慮す
る
ごみ置場
外部から直接ごみ
袋が見えないよう
に配置する

車両出入口
幹線道路からの
車両出入口は設
けない

大規模緑地に面する部分には、
建築物の正面を向ける等、緑
地に顔を向けた建築デザイン
に配慮する

大規模緑地や道路に面して屋外
階段は設置しない。
（ただし、建築物本体と一体的な
デザインとなるように配慮した
場合は、この限りではない）
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アイランドシティ中央公園に隣接する屋外空間

の緑化（緑地空間の確保、駐車場屋上・壁面の

緑化など）の事例

アイランドシティ中央公園に顔を向けた建築デ

ザインの事例

まちかど広場、歩道状空地周辺の緑化（立体駐

車場の壁面緑化）

緑化ブロックを使用した事例

まちかど広場周辺の緑化（駐車場が公共空間か

ら見えないよう緑化など修景）

駐車場出入口を幹線道路以外の道路に配置し、ま

た、公共空間から見えないように境界部分を緑

化など修景した事例

「まちなみづくりの実績」
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7

落ち着きある通りの演出

賑わいのある通り・まちかどの演出

屋上広告のないスカイラインを維持

します。

壁面広告物の設置にあたっては、中

高層部分には極力設置しないような

配慮が望まれます。

また、シンプルなデザインの屋外広

告物は、落ち着きと風格のある通り

を演出します。

施設名称の掲出は最小限にとどめ、

遊び心の感じられる仕掛け（時計）

を設けるなど、通りの賑わいづくり

への配慮が望まれます。

また、歩行者の目線にたった回遊を

促すような案内サインの整備も望ま

れます。

　屋外広告物は街全体の印象や、まちかど広場や通りなどの公共的な場所の雰囲気に大きな影
響を与えます。ここでは、質の高い景観を創造、維持していくための屋外広告物のデザインの
考え方の例を示します。（詳細は都市景観形成基準をご確認ください）

すっきりとしたスカイラインの維持

屋外広告物のデザイン



お問い合わせ先

福岡市 住宅都市局地域まちづくり推進部 都市景観室
TEL：092-711-4395　　FAX：092-733-5590
E-mail：toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg. jp


